
※平成26年4月1日から消費税率及び地方消費税率が引き上げられ、その引き上げ分に相当する
金額が社会福祉、社会保険及び保健衛生の３つの社会保障施策に関する事業の財源として充てら
れます。
　なお、令和２年度は、地方消費税交付金のうち、21分の11に相当する額が充てられることになって
います。
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令和２年度決算

消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金増収分の充当状況

特定財源 一般財源

引き上げ分
地方消費税
交付金構成

比
うち引き上げ分の地
方消費税交付金

財　源　内　訳

母子福祉に関する
事業

14,535 2.5

26,371 4.5

154,628 26.4

％千円 千円 千円

対象事業費事業の内訳

千円

社会福祉全般に
関する事業


